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本計画において使用する用語の定義はそれぞれ次のとおりとする。

： 地震に対する安全性を評価すること。

： 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすること。

： 耐震改修、除却、建替えにより地震に対して安全な建築物とすること。

： 耐震診断を実施して地震に対する安全性に適合することを明らかにすること又は耐震改修等を実施すること。

： 昭和56年6月1日の建築基準法の耐震基準の見直しより前に用いられていた耐震基準。阪神・淡路大震災では、旧耐震基準によ

る建築物の被害が顕著であった。

： 昭和56年６月１日に導入された耐震基準。建築基準法では最低限遵守すべき基準として、中規模の地震動（震度５強程度）に対し

てほとんど損傷を生じず、大規模の地震動（震度６強程度）に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを

目標としている。

： 本計画では、平成12年（2000年）6月1日に導入された耐震基準のうち、木造建築物を対象にしたものをいう。木造建築物に関

しては、壁の配置バランスや接合部の仕様を規定するなど構造関係規定が明確化された。

： 昭和56年（1981年）6月1日から平成12年（2000年）5月31日までに工事に着手した２階建以下の在来軸組工法の木造住宅

： 耐震基準に適合する又は建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基づく耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であるこ

とが確かめられていること。

： 「構造耐震指標」と呼ばれ、耐震診断の判断の基準となる指標のこと。

： 平成31年1月1日付け国住指第３２０９号「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」におけ

る各別表の「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」のⅠ (地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が

高い)をいう（例：Isが0.3未満の場合又はqが0.5未満の場合）。

： 対象建築物全数に占める耐震性を満たす建築物の割合

用語

耐 震 診 断

耐 震 改 修

耐 震 改 修 等

耐 震 化

旧 耐 震 基 準

新 耐 震 基 準

2 0 0 0 年 基 準

新耐震基準の木造住宅

耐 震 性 を 満 た す

Ｉｓ 値

倒壊の危険性が高い

耐 震 化 率





第１章 はじめに
１-１ 計画の概要

１-２ 地震による被害等

１-３ 耐震化の必要性
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都は、建築物の耐震診断や耐震改修の促進を図るため、東京都耐震改修促進

計画（以下「本計画」という。）を策定した。

また、平成23年3月、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進

する条例（以下「耐震化推進条例」という。）を制定するとともに、民間と行政と

が連携した普及啓発の充実を図るなど、様々な取組により耐震化を強力に推

進してきた。

令和5年12月に公表した「TOKYO強靭化プロジェクトupgrade Ⅰ」では、

2040年代に目指す東京の姿として、大地震があっても「倒れない・燃えない・

助かる」まちをつくることを掲げ、緊急輸送網の拡充・強化、建築物の耐震化の

促進等の施策を実施することとしている。

また、令和７年３月に公表した「2050東京戦略」では、2050年代のビジョン

として「災害の脅威から都民を守る、世界で最も強靭な都市へ」を掲げ、2035

年に向けた戦略である「戦略21 都市の強靭化」において、倒れない・助かるま

ちづくりの推進に向けた取組を展開することとしている。

こうした取組により、各種建築物の耐震化は一定程度進捗したものの、近年

も各地で大地震が頻発する中、東京においても首都直下地震の切迫性が指摘

されており、被害想定等も踏まえ、更なる耐震化が求められている。

本計画は、我が国の政治・経済の中心であり人口が集中する東京において、

都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を維持するため、建築物の耐

震化を計画的かつ総合的に促進することを目的としている。これまでの計画期

間が令和7年度末で終了することから、本計画を改定する。

東京の防災対応力を更に強化するため、2050東京戦略やTOKYO強靭化

プロジェクト等を踏まえ、「大地震があっても「倒れない」世界で最も強靭な都

市へ」を基本理念として、新たな目標と施策を提示する。

本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「耐震改修促進法」と

いう。）第５条第１項の規定に基づき策定するものであり、区市町村が耐震改修

促進計画を策定する際の指針となるものである。

本計画は、「東京都地域防災計画」を上位計画とし、「防災都市づくり推進計

画」や「東京都住宅マスタープラン」など、関連する他の計画と整合・連携を図

るとともに、「2050東京戦略」を推進する計画と位置付けるものとする。

本計画は、令和８年度から令和17年度までの10年間を計画期間とし、この

計画期間中の取組を定める。

なお、計画期間中の社会情勢の変化や計画の実施状況に適切に対応してい

くため、必要に応じて計画の改定を行う。

（３） 計画の位置づけ

（４） 計画期間

図1 計画の位置付け

2050東京戦略

防災都市づくり
推進計画

【東京都震災対策条例】

区市町村
耐震改修促進計画

建築物の耐震化施策

東京都国土強靱化
地域計画

【国土強靱化基本法】

整合・連携

指針

整合・連携

TOKYO強靭化プロジェクト

東京都耐震改修促進計画
【耐震改修促進法】

東京都住宅
マスタープラン
【住生活基本法・

東京都住宅基本条例】

東京 マンション
管理・再生促進計画
【マンション管理条例】

第１章 はじめに

（１） 計画改定の背景

（２） 計画改定の目的
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１-１ 計画の概要

東京都
地域防災計画
【災害対策基本法】

※都の強靱化施策とりまとめ



1. 液状化：地震が発生した際に地盤が液体状になる現象のこと。主に同じ成分や同じ大きさの砂か
らなる土が、地下水で満たされている場合に発生しやすいといわれている。

2. 首都直下地震：中央防災会議において、マグニチュード７～８クラスの地震のうち、被害が大きく首
都中枢機能への影響が大きいと思われる地震で、東京都では減災対策の対象としている。

１-２ 地震による被害等

兵庫県南部地震（平成7年1月）での大規模な地震被害では、死者の約９割が

住宅・建築物の倒壊等によるものであったことから、これを教訓に建築物の耐

震化の取組が進められた。

特に東北地方太平洋沖地震（平成23年3月）は日本の観測史上最大のマグニ

チュード9.0を記録し、東北地方から関東地方に至る太平洋沿岸を中心に多く

の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらした。地震によって引き起こされ

た大津波による被害が最も大きかったが、地震の揺れや地盤の液状化１により

都内の建築物にも被害が生じた。

近年でも、平成28年熊本地震（平成28年４月）や北海道胆振東部地震（平成

30年９月）、令和６年能登半島地震（令和６年１月）など大地震が発生している。

都内においては、首都直下地震2が今後30年以内に約70％の確率で発生す

ると推定されており、大地震がいつ発生してもおかしくない状況である。

表１ 兵庫県南部地震以降の大規模な地震の規模と主な被害の状況

発生年月日 名称
マグニ
チュード

3

震度
4 被害の状況（人、棟）

平成7年1月1 7日
兵庫県南部地震
（阪神・淡路大震災）

7.3 7

死者・行方不明6,434、不明3、

住家全壊104,906、半壊144,274、

一部破損390,506、全焼7,036、

半焼96

平成16年10月23日 新潟県中越地震 6.8 7
死者68、住家全壊3,175、

半壊13,810、一部破損105,682

平成23年３月11日
東北地方太平洋沖
地震
（東日本大震災）

9.05 7

死者19,775、不明2,550、
住家全壊122,050、半壊282,988、
一部破損750,064

（令和7年3月1日時点）6

平成25年４月13日
淡路島付近を震源
とする地震

6.3 6弱
住家全壊8、半壊101、一部破損

8,305

平成28年４月14日
平成28年４月16日

熊本地震 7.3 7

死者273、住家全壊8,667、半壊
34,719、一部破損163,500

（平成31年4月12日時点）

平成30年６月18日
大阪府北部を震源
とする地震

6.1 6弱

死者6、住家全壊21、半壊483、
一部破損61,266
（令和元年8月20日時点）

平成30年9月6日
北海道胆振東部
地震

6.7 ７
死者43、住家全壊469、半壊1,660、
一部破損13,849
（令和元年8月20日時点）

令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 能登半島地震 7.6 7
死者698、住家全壊6,537、半壊
23,703、一部破損135,298
（令和7年12月25日時点）

※気象庁、総務省消防庁データを参考に作成
写真 令和６年能登半島地震における建築物被害

（出典：一般財団法人消防科学総合センター）

3. マグニチュード：地震そのものの大きさを表したもの。マグニチュードは、震源から放射された地震
波の総エネルギーに関係付けられ、マグニチュードが１大きくなるとエネルギーは約32倍に、２大
きくなると約1000倍になる。

4. 震度：ある場所での地震による揺れの強さを表したもの。日本で用いられている震度（階級）は、
10階級の気象庁震度階級と呼ばれるもので、計測震度計を用いて観測し、地震発生直後に速報
される。

5. モーメントマグニチュードの値を記載。モーメントマグニチュードとは、岩盤のずれの規模を基にし
て計算したマグニチュードであり、普通のマグニチュード（M）が地震計で観測される波の振幅から
計算され、規模の大きな地震になると岩盤のずれの規模を正確に表さないのに対し、大きな地震
に対しても有効である。

6. 東日本大震災の被害の状況：平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の余震による
被害や３月11日以降に発生した余震域外での地震で被害の区別が不可能なものも含む。

第１章 はじめに

（１） 過去の大規模地震
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家屋、家具類等の倒
壊による圧迫死と思
われるもの,88%
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るもの

88%

焼死（火傷死）及びそ
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その他
2%
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死・その他
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焼死
1.1%
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14%
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75%
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昭和56年以前の建築物 昭和57年以降の建築物

１-２ 地震による被害等

１） 阪神・淡路大震災や東日本大震災における被害の特徴

阪神・淡路大震災や東日本大震災における主な死因は図2、図3に示すとおり

である。阪神・淡路大震災では家屋や家具類等の倒壊による圧死、東日本大震

災では溺死が、それぞれ最大となっており、地震によって大きな違いがある。

首都直下地震が発生した場合の都内の被害は、都市部の直下地震である阪

神・淡路大震災の様相に類似することが想定される。

２） 都市型地震である阪神・淡路大震災における建物被害

昭和56年以前に建築された旧耐震基準の建築物は、新耐震基準よりも耐震

性能7が不十分なものが多く、多くの建築物で被害が見られた。

また、建築物の倒壊による道路閉塞8や密集市街地における大規模火災と

いった大都市特有の被害が発生した。

建築物の倒壊によって幹線道路が閉塞したことで、緊急車両の通行が停滞す

るなど、消火・救助活動や緊急支援物資の輸送などに大きな支障を来した。

神戸市では、老朽化した木造住宅などが密集し道路や公園などの都市基盤が

十分に整備されていない長田区などの密集市街地において、延焼による大規

模な市街地火災が発生し、約7,000棟もの家屋が焼失した。密集市街地では

火災による被害のほか、建築物の倒壊により多くの死者が発生し、道路閉塞と

あいまって消火・救助活動にも支障を来した。

図2 阪神・淡路大震災における死因

（出典：平成７年 警察白書）

図3 東日本大震災における死因
（岩手県・宮城県・福島県）

（出典：中央防災会議 東北地方太平洋沖地震を
教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会）

図4 阪神・淡路大震災における昭和56年以前と
昭和57年以降に建築された建築物の被害状況

（出典：平成7年阪神・淡路大震災建築震災調査委員会中間報告）

写真 阪神・淡路大震災における建築物の倒壊による道路閉塞の様子
（出典：（左）神戸新聞社、（右）一般財団法人消防科学総合センター）

写真 阪神・淡路大震災における市街地火災や建築物の倒壊による
道路閉塞の状況 （出典：東京消防庁）

7. 耐震性能:耐震改修促進法第4条第2項第3号に基づく耐震診断の結果で、耐震性を示す指標（Is
値やIw値など）に応じ地震に対する安全性が評価される。

8. 道路閉塞：建築物や塀、電柱等が道路に倒れることで交通に支障が生じ、道路が塞がること。

第１章 はじめに

（２） 過去の大規模地震における被害の特徴
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３） 平成28年熊本地震及び令和6年能登半島地震における被害の特徴

平成28年熊本地震では、旧耐震基準の木造建築物の被害に加え、平成12年

（2000年）以前に建てられた新耐震基準の木造建築物の一部においても倒壊

による被害が見られた。

令和６年能登半島地震でも同様の傾向が見られるとともに、平成12年

（2000年）以降の木造建築物については、倒壊等の割合が低いことも確認さ

れている。

１-２ 地震による被害等

■耐震基準の変遷

昭和56年（1981年）６月１日に導入された新耐震

基準では、大規模な地震動（震度６強程度）に対する

検証方法が規定されるとともに、木造住宅では必要

壁量の基準の強化が行われた。

その後、平成12年（2000年）６月１日にも建築基

準法の構造関係規定が改正され、木造建築物の仕

様規定の明確化（接合部の仕様、４分割法による耐

力壁の配置等）が図られた。

図5 木造建築物の建築時期別の被害状況
（出典：国土交通省「令和 6 年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会

最終とりまとめ（令和 7 年 12 月）」より作成）
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写真 熊本地震における倒壊した新耐震基準の木造住宅の状況
（出典：平成28年熊本地震建築物被害調査報告（速報）

国土交通省 国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人建築研究所）

第１章 はじめに
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東京都防災会議9が令和４年５月に公表した「首都直下地震等による東京の被

害想定」では、都心南部直下地震（M7.3）や多摩東部直下地震（M7.3）、大正

関東地震（M８クラス）、立川断層帯地震（M7.4）の各地震について死者数や建

物被害数などの被害を想定している（表２）。また、建築物の耐震化への取組等

により、全ての建築物が耐震基準を満たした場合の被害軽減効果が示された。

■首都直下地震等による東京の被害想定報告書（令和４年５月）P7-1から抜粋

表２ 想定する地震と主な死因等

※揺れ、液状化、急傾斜地崩壊及び火災による建物被害数

図６ 予想される震度分布
（出典：首都直下地震等による東京の被害想定報告書、令和４年５月25日、東京都防災会議）

都心南部直下地震（M7.3） 多摩東部直下地震（M7.3）

大正関東地震（M8クラス） 立川断層帯地震（M7.4）

想定する地震
(冬夕方、風速８m/s)

死者数
(人)

負傷者数
(人)

建物被害数※

(棟)
主な死因

都心南部直下地震
Ｍ7.3

6,148 93,435 194,431
建物倒壊等 約60％
火災 約40％

多摩東部直下地震
Ｍ7.3

4,986 81,609 161,516
建物倒壊等 約62％
火災 約38％

大正関東地震
Ｍ8クラス

1,777 38,746 54,962
建物倒壊等 約69％
火災 約31％

立川断層帯地震
Ｍ7.4

1,490 19,229 51,928
建物倒壊等 約48％
火災 約52％

１-２ 地震による被害等

9. 東京都防災会議：災害対策基本法第14条及び東京都防災会議条例（昭和37年東京都条例第109
号）に基づき設置される知事の附属機関である。知事を会長とし、指定地方行政機関、指定公共機
関、指定地方公共機関、都及び区市町村等の職員又は代表で構成されており、東京都地域防災計
画の作成（修正）及びその実施の推進等を所掌している。

第１章 はじめに

（３） 首都直下地震等による被害想定
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5 （1－85位）

4 （86－373位）

3 （374－1195位）

2 （1196－2848位）

1 （2849－5192位）

建物倒壊危険度ランク（第9回）

都は、地震に関する地域危険度測定調査において、建築物の年代や構造、地

盤の分類により町丁目ごとに建物倒壊危険度や火災危険度などを測定し、公

表している。

建物倒壊危険度が高い地域は沖積低地10や谷底低地11に分類される地盤上

にあり、老朽化した木造住宅や軽量鉄骨造の建築物が密集している荒川や隅

田川沿いの地域などに分布している。

〈地域危険度測定調査〉

  東京都震災対策条例に基づき、以下の目的でおおむね５年ごとに行っている。

① 地震災害に対する都民の認識を深め、防災意識の高揚に役立てる。

② 震災対策事業を実施する地域を選択する際に活用する。

令和４年９月に公表した第９回調査では地震に関する地域の危険度を町丁目

ごとに測定している。

●建物倒壊危険度：建物倒壊の危険性

●火災危険度 ：火災の発生による延焼の危険性

●総合危険度 ：建物倒壊や火災の危険性に、災害時活動の困難さを加味  

して総合化したもの

１-２ 地震による被害等

10. 沖積低地：形成された年代が新しく、沖積層を中心とした地盤である。主に海面下での堆積物で
できている軟弱な地盤のため、地震の揺れが増幅されやすく、被害が発生しやすい。

11. 谷底低地：台地を刻む谷底での堆積物でできているため、軟弱な地盤である。地震の揺れが増幅
されやすく、被害が発生しやすい。

図７ 建物倒壊危険度

（出典：地震に関する地域危険度測定調査報告書（第９回）、令和４年９月、東京都）

第１章 はじめに

（４） 地震による地域の危険度
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阪神・淡路大震災では、旧耐震基準の建築物を中心に被害が生じ、多くの死

傷者が出た。くわえて、建築物の倒壊により幹線道路などが閉塞し、緊急車両

の通行が妨げられ、救助活動や復旧活動の大きな障害となるとともに、老朽化

した木造住宅などが密集し道路や公園などの都市基盤が十分に整備されてい

ない密集市街地では、細街路の閉塞や火災の延焼が起こり、大都市特有の地

震被害が顕在化した。

また、平成28年熊本地震及び令和６年能登半島地震では、旧耐震基準だけ

でなく2000年基準導入前に建てられた新耐震基準の木造建築物の一部にお

いて被害が見られた。

このため、東京においても、これらの建築物の耐震化を着実に図っていく必

要がある。とりわけ、震災時において救急・救命活動や緊急支援物資の輸送な

どの大動脈となる幹線道路の沿道建築物の耐震化や、木造住宅が密集してい

る市街地における建築物の不燃化・耐震化は、災害に強い都市の実現に不可欠

である。

地震による住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命や財産を守ることだけで

なく、都市の防災力の向上にもつながることから、早急に進めていく必要があ

るとともに、居住継続性の向上に資する災害に強い住宅の形成にも取り組ん

でいく必要がある。

東京は我が国の首都であり、国会や中央省庁、金融機関の本店など政治や経

済の中枢機能を有している。また、国際空港やMＩＣＥ12機能などでは都外の都

市においても首都機能を担っており、近隣の都市と一体となって首都機能は

成り立っている。

地震が発生しても首都機能が損なわれることなく維持されるためには、隣接

する県や主要都市とともに広域的な観点から災害対応時に大動脈となる道路

のネットワーク構築に取り組む必要があり、こうした観点からも緊急輸送道路

の沿道建築物の耐震化を推進していくことが重要である。

（２） 首都機能の維持

震災時において救急・救命活動や緊急支援物資の輸送などの大動脈となる

緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化に加え、震災時に住民の円滑な避難など

が実施できるように、緊急輸送道路から避難所や防災備蓄倉庫などの地域の

防災拠点を結ぶ地域輸送道路の沿道建築物の耐震化にも、都と区市町村の役

割分担を踏まえ、取り組んでいく必要がある。

１-３ 耐震化の必要性

12. MICE:企業等の会議（Meeting ）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）
（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、
イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイ
ベントなどの総称

図8 震災時における道路閉塞が発生した場合のイメージ

第１章 はじめに

（１） 災害に強い都市の実現 （３） 緊急輸送道路から避難所等までの通行機能確保
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第２章 耐震化の基本的な考え方
２-１ 耐震化促進の基本方針

２-２ 計画対象の建築物
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⚫ 建築物の耐震化は、自助・共助・公助の原則を踏まえ、建物所有者が、自らの

問題であり、かつ、地域の問題であることを認識し、主体的に取り組むこと

が不可欠である。

⚫ 建物所有者は、地震による建築物の被害や損傷を防ぎ、生命と財産を守る

ことの重要性はもとより、建築物の倒壊による道路閉塞や出火が地域の安

全性に重大な影響を与える可能性があることを十分に認識し、耐震化に取

り組む。

⚫ 建物所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、相談体制の整

備や情報提供などを通じて技術的支援を行うとともに、都民の自助や共助

の意識を高めるために普及啓発などの取組を行う。

⚫ 震災対策上公共性が高いなど、公共的な観点から必要がある場合には重点

的に財政的支援を行う。

⚫ 住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命や財産を守ることだけでなく、都市

の防災力の向上にもつながることから、区市町村が戸建住宅等の所有者に

対してダイレクトメール（以下「DM」という。）送付や個別訪問等の積極的な

働きかけを着実に実施できるよう、支援を行う。

⚫ 耐震診断や耐震改修などを促進するため、必要に応じて耐震改修促進法や

耐震化推進条例などに基づく指導や助言、指示等を行う。

（２） 都の責務

⚫ 都は、区市町村や建築関係団体などと連携し、広域自治体として都内全体

の視点から防災上優先すべき取組を行うとともに、区市町村が実施する耐

震化の取組に対して支援を行う。

⚫ 区市町村は、基礎的自治体として地域住民の生命と財産を保護する取組を

含め、地域の実情に応じた施策を推進するとともに、都と連携し、都内全域

を対象とする広域的な取組を行う。

⚫ 建築関係団体などの関係機関は、自身が持つ専門的知見や人材ネットワー

クなどを活用し、都や区市町村と連携を図りながら、本計画の施策を実施

する。

⚫ 耐震化の社会的な機運を高めていくため、民間を含む関係団体などと行政

が一体となって普及啓発等に取り組む。

第２章 耐震化の基本的な考え方

（１） 建物所有者の主体的な取組 （３） 関係機関との連携

２-１ 耐震化促進の基本方針
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対象建築物の種類 内 容 耐震改修促進法等での取扱い

(1)

緊急輸送道路沿道建築物

特定緊急輸送道路沿道建築物
・特定緊急輸送道路に接する一定の高さを超える建築物
 [耐震診断義務付け建築物]

・法第７条第１項に定める要安全確認計画記載建築物

一般緊急輸送道路沿道建築物
・特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路に接する一定の
高さを超える建築物

・法第14条第１項第３号に定める特定既存耐震不適格
建築物

(2) 住 宅
・戸建住宅
・共同住宅（長屋住宅、公共住宅を含む）

(3)

特定建築物

特定既存耐震不適格建築物 ・多数の者が利用する一定規模以上の建築物
・法第14条第１項第１号及び第２号に定める建築物
（要緊急安全確認大規模建築物の規模要件に該当するもの
を除く）

要緊急安全確認大規模建築物
・地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な建築物
[耐震診断義務付け建築物]

・法附則第３条第１項に定める建築物

(4) 防災上重要な公共建築物 ・消防署、警察署、学校、病院などの公共建築物
・東京都震災対策条例第17条に位置付けられた防災上
特に重要な公共建築物や特定建築物の要件を満たす
建築物、その他の防災上重要な建築物

(5) 災害拠点病院
・災害時において主に重症者の収容及び治療を行う病院として
東京都が指定する病院

(6) 民間社会福祉施設等 ・特別養護老人ホーム、保育所等

(7) 私立学校
・私立の高等学校、小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び
幼保連携型認定こども園

本計画で対象とする建築物は、都内に存在する建築物のうち、原則として表３及び表４に示す建築物とする。

表3 対象建築物【旧耐震基準の建築物】

表4 対象建築物【新耐震基準の木造住宅】

対象建築物の種類 内 容 耐震改修促進法等での取扱い

(1) 住 宅 ・戸建住宅
・共同住宅（長屋住宅、公共住宅を含む）

第２章 耐震化の基本的な考え方２-２ 計画対象の建築物

(8)

ブロック塀等

特定緊急輸送道路沿いの塀
・特定緊急輸送道路に接する建物に附属する一定の長さ・高さ
を超える組積造の塀（補強コンクリートブロック造の塀を含む）
[耐震診断義務付け建築物]

・法第７条第１項に定める要安全確認計画記載建築物
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地震により、緊急輸送道路など防災上重要な道路の沿道建築物が倒壊し、道

路閉塞を起こした場合、避難や救急・消火活動に大きな支障を来し、甚大な被

害につながるおそれがある。また、地震発生後の緊急支援物資等の輸送や復

旧・復興活動をも困難にさせることが懸念される。

このため、都は平成23年４月、耐震化推進条例を施行し、緊急輸送道路の沿

道建築物の耐震化を重点的に促進している。

１） 緊急輸送道路

緊急輸送道路13は、阪神・淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発生

する緊急輸送などを円滑に行うための道路として、東京都地域防災計画に位

置付けられた高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知

事が指定する防災拠点とを相互に連絡する道路である。

なお、今後、東京都地域防災計画の改定に伴って緊急輸送道路の変更が行わ

れた場合は、本計画上の緊急輸送道路についても区市町村等と調整の上、変更

を行う。

２） 特定緊急輸送道路の指定

耐震化推進条例に基づき、緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を

図る必要があると認める道路を「特定緊急輸送道路」として指定している。

（P13の図9参照）。

13. 緊急輸送道路:阪神淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行う
ため、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点を
相互に連絡する道路をいい、第１次～第３次まで設定されている。

• 第一次緊急輸送道路: 応急対策の中枢を担う都本庁舎、立川地域防災センター、重要港湾、
空港等を連絡する路線

• 第二次緊急輸送道路:一次路線と区市町村役場、主要な防災拠点（警察、消防、医療等の初
動対応機関）を連絡する路線

• 第三次緊急輸送道路:その他の防災拠点（広域輸送拠点、備蓄倉庫等）を連絡する路線

14. 東京都地域防災計画（令和５年３月）における緊急輸送道路の変更を踏まえ、今回の本計画の改
定に合わせて、一般緊急輸送道路についても変更を行う。

特定緊急輸送道路の指定の考え方（平成23年指定時の考え方）

1. 耐震化推進条例第2条第1号に定める緊急輸送道路のうち、主要な防災
拠点、空港や港湾などを結ぶ道路及び他県からの緊急物資や救援活動
の受入れのための主要な道路の機能を確保するため、第一次緊急輸送道
路は全て特定緊急輸送道路に指定する。

2. 地域防災計画に基づき災害時の区市町村本部を設置する区市町村庁舎
との連絡に必要な第二次又は第三次緊急輸送道路は、特定緊急輸送道
路に指定する。

3. 他県の第一次緊急輸送道路との連絡に必要な第二次又は第三次緊急輸
送道路は、特定緊急輸送道路に指定する。

これまでの幹線道路等の都市基盤整備の進展等を踏まえ、今後、平成23年

指定時と同様の考え方を基に、区市町村や他県等と調整の上、耐震化推進条

例に基づき告示を行うことで、特定緊急輸送道路の指定を変更する。

３） 一般緊急輸送道路

特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路を「一般緊急輸送道路」14としている

（P13の図9参照）。

第２章 耐震化の基本的な考え方

（１） 緊急輸送道路沿道建築物

２-２ 計画対象の建築物
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※ 本計画における最新の特定緊急輸送道路及び一般緊急輸送道路は耐震ポータルサイト参照

第２章 耐震化の基本的な考え方

（特定緊急輸送道路は令和5年3月指定変更、一般緊急輸送道路は令和８年３月変更）

図9 特定緊急輸送道路及び一般緊急輸送道路

２-２ 計画対象の建築物
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4） 緊急輸送道路沿道建築物

耐震化を推進する沿道建築物は、図10に示す建築物として定めている。また、

沿道建築物のうち、特定緊急輸送道路に敷地が接するものを「特定緊急輸送道

路沿道建築物」、一般緊急輸送道路に敷地が接するものを「一般緊急輸送道路

沿道建築物」という。

5） 耐震改修促進法上の位置付け

都は、特定緊急輸送道路を耐震改修促進法第５条第３項第２号に基づく 「建

築物集合地域通過道路等15」として位置付け、同法第7条第１項第2号により特

定緊急輸送道路沿道建築物を「要安全確認計画記載建築物」として耐震診断の

実施とその結果の報告を義務付けている。

また、一般緊急輸送道路を耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づく地震

時の建築物の倒壊による通行障害を防ぐべき道路として位置付けており、一般

緊急輸送道路沿道建築物は同法第14条第1項第3号における「特定既存耐震

不適格建築物」に該当する。

区市町村は、地域の実情を踏まえ、耐震改修促進法第６条第３項各号に基づ

き、通行障害を防ぐべき道路を指定することができる。

表5 緊急輸送道路沿道建築物の所有者と占有者に対する義務

区分 内容 根拠条文

特定
緊急輸送
道路沿道
建築物

所有者

耐震診断を実施し、その結果を知事に報
告しなければならない。〈義務〉※

耐震化推進条例第
10条第１項、第２項

耐震診断を実施し、その結果を所管行政
庁16に報告しなければならない。〈義務〉※

耐震改修促進法第７
条第１項第２号

耐震診断の結果、地震に対する安全性の
基準に適合しない場合、耐震改修等を実
施するよう努めなければならない。〈努力
義務〉

耐震化推進条例第
10条第３項
耐震改修促進法第
11条

占有者に対し、地震に対する安全性の基
準に適合しない旨を通知するよう努めな
ければならない。〈努力義務〉

耐震化推進条例第
10条第４項

占有者に対し、耐震改修等の実現に向け
た協力を求めるよう努めなければならな
い。〈努力義務〉

耐震化推進条例第
10条第５項

占有者
所有者が行う耐震改修等の実現に向けて
協力するよう努めなければならない。
〈努力義務〉

耐震化推進条例第
14条の２第２項

一般
緊急輸送
道路沿道
建築物

所有者

耐震診断の結果、地震に対する安全性の
基準に適合しない場合、耐震改修等を実
施するよう努めなければならない。〈努力
義務〉

耐震改修促進法第
14条第１項第３号

6） 緊急輸送道路沿道建築物の所有者と占有者の義務

耐震化推進条例では、地震により緊急輸送道路の沿道建築物が倒壊し、緊急

輸送道路を閉塞した場合における被害の影響の広範さに鑑み、沿道建築物の

所有者は、自らの社会的責任を認識して耐震化に努めるものとし、沿道建築物

の占有者は、所有者が行う耐震化の実現に向けて協力するよう努めるものと

している。

※耐震診断結果の報告期限は別表１のとおり

図10 沿道建築物の要件

緊急輸送道路に敷地が接する建築物のうち、次の全てに該当する建築物
・新耐震基準導入より前に建築された建築物
・以下の①又は②の高さを超える建築物

① 前面道路幅員が12ｍを超える場合 ② 前面道路幅員が12ｍ以下の場合

高さＬ /２

Ｌ/２ Ｌ /２

前面道路幅員 = Ｌ

緊急輸送道路

道路境界

45°

高さ６ m

６m

緊急輸送道路

道路境界

45°

15. 建築物集合地域通過道路等：相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地
域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路

16. 所管行政庁（特定行政庁）：建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その
他の市町村の区域については都道府県知事をいう。第97条の３第１項の規定により、特別区の区
域においては、延べ面積が10,000㎡以下の建築物等については当該特別区の長が、延べ面積が
10,000㎡を超える建築物等については都道府県知事が所管行政庁となる。

第２章 耐震化の基本的な考え方２-２ 計画対象の建築物
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地震による住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命と財産を守るだけではな

く、倒壊による道路閉塞を防ぐことができ円滑な消火・救助活動や避難が可能

となり、市街地の防災性向上につながる。

また、震災による住宅の損傷が軽微であれば、修復により継続して居住する

ことが可能であり、早期の生活再建にも効果的である。このことから、住宅の耐

震化を促進する必要がある。

多数の者が利用する一定規模以上の建築物が倒壊した場合、多くの利用者や

居住者が被害を受けるだけでなく、道路が閉塞して消火活動や避難に支障を

来す可能性や、首都中枢機能の継続性の確保が困難になるおそれがある。 ま

た、企業の事業継続が困難になるなど、経済活動へも大きな影響がある。この

ことから、着実に耐震化を図る必要がある。

耐震改修促進法では、表7に示す規模要件に該当する以下の建築物を特定建

築物として位置付けており、建物所有者に対して、表6に示す義務を規定して

いる。

１） 特定既存耐震不適格建築物

耐震改修促進法では、要安全確認計画記載建築物を除く、多数の者が利用す

る一定規模以上の建築物を「特定既存耐震不適格建築物」と位置付け、耐震診

断を行い、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、

耐震改修を行うよう努めるものとしている。

２） 要緊急安全確認大規模建築物

耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する建築物や自力での避難が

困難な高齢者や乳幼児などが利用する建築物のうち大規模なものを「要緊急

安全確認大規模建築物」と位置付け、要安全確認計画記載建築物と同様に、耐

震診断の実施とその結果の報告を義務付けている。

（４） 防災上重要な公共建築物

（５） 災害拠点病院

公共建築物は多くの都民に利用されるとともに、災害時の活動拠点や避難

施設などとして重要な役割を担っている。また、公共建築物を耐震化すること

は、民間建築物の耐震化を進めていく上で先導的な役割を果たす。このことか

ら、東京都震災対策条例第17条に位置付けられた防災上特に重要な建築物や

特定建築物の要件を満たす建築物その他の防災上重要な建築物について、都

や区市町村が率先して耐震化を促進していく。

災害拠点病院は、災害時に主に重症者の適切な医療を行う医療活動の拠点

となることから、重点的に耐震化を促進する必要がある。

社会福祉施設等には、特別養護老人ホームや保育所などがあり、高齢者や障

害者、乳幼児など災害時に自力での避難が困難な人が多く利用している。この

ことから、民間社会福祉施設等の建築物についても重点的に耐震化を促進す

る必要がある。

私立学校は、児童や生徒などが利用する施設である。こうしたことから、私立

学校についても重点的に耐震化を促進する必要がある。

２-２ 計画対象の建築物

（３） 特定建築物

区分 内容 根拠条文

特定既存耐震
不適格建築物

耐震診断の結果、地震に対する安全性の基準に適合
しない場合、耐震改修等を実施するよう努めなけれ
ばならない。〈努力義務〉

耐震改修促進法第
14条第１項

要緊急安全確
認大規模建築

物

耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁に報告し
なければならない。〈義務〉※

耐震改修促進法附
則第３条第１項

耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る
必要があると認められるときは、耐震改修を行うよ
う努めなければならない。〈努力義務〉

耐震改修促進法附
則第３条第3項で
準用する第11条

表6 特定建築物の所有者に対する義務

（６） 民間社会福祉施設等

（７） 私立学校

第２章 耐震化の基本的な考え方

（２） 住宅

※耐震診断結果の報告期限は別表１のとおり
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17. 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件に該当するものは含まない。また、本計画においては、
耐震改修促進法第14条第３号の通行障害建築物は一般緊急輸送道路沿道建築物として別に扱う
ため、特定建築物からは除く。

18. 耐震改修促進法附則第３条による耐震診断実施の義務付け建築物
19. 耐震改修促進法第15条第２項に基づく指示

用途

特定既存耐震不適格建築物17 要緊急安全確認
大規模建築物19

の規模要件
(法附則第３条)

規模要件
（法第14条）

指示18対象となる
規模要件
（法第15条）

学校

小学校、中学校、義務教育学校、
中等教育学校の前期課程又は
特別支援学校

階数２以上かつ

1,000㎡以上

階数２以上かつ

1,500㎡以上

階数２以上かつ

3,000㎡以上

上記以外の学校
階数３以上かつ

1,000㎡以上

体育館（一般公共の用に供されるもの）
階数１以上かつ

1,000㎡以上

階数１以上かつ

2,000㎡以上

階数１以上かつ

5,000㎡以上

ボーリング場、スケート場、水泳場等の
運動施設

階数３以上かつ

1,000㎡以上

階数３以上かつ

2,000㎡以上

階数３以上かつ

5,000㎡以上

病院、診療所

劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

卸売市場

百貨店、マーケットその他の物品販売業
を営む店舗 階数３以上かつ

2,000㎡以上

階数３以上かつ

5,000㎡以上
ホテル、旅館

賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄宿舎、下
宿

事務所

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
に類するもの 階数２以上かつ

1,000㎡以上

階数２以上かつ

2,000㎡以上

階数２以上かつ

5,000㎡以上老人福祉センター、児童厚生施設、身体
障害者福祉センター等に類するもの

２-２ 計画対象の建築物

用途

特定既存耐震不適格建築物17 要緊急安全確認
規模建築物19の
規模要件

(法附則第３条)

規模要件
（法第14条）

指示18対象となる
規模要件
（法第15条）

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育
所

階数２以上かつ

500㎡以上

階数２以上かつ

750㎡以上

階数２以上かつ

1,500㎡以上

博物館、美術館、図書館

階数３以上かつ

1,000㎡以上

階数３以上かつ

2,000㎡以上

階数３以上かつ

5,000㎡以上

遊技場

公衆浴場

飲食店、キャバレー、料理店等に類する
もの

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行等、サー

ビス業を営む店舗

工場（危険物の貯蔵場又は処理場を除
く）

車輌の停車場等で旅客の乗降又は待合
の用に供するもの

階数３以上かつ

2,000㎡以上

階数３以上かつ

5,000㎡以上

自動車車庫など自動車の停留又は駐車
のための施設

保健所、税務署など公益上必要な建築
物

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供
する建築物

政令で規定する

もの
500㎡以上

階数１以上かつ

5,000㎡以上

表7 特定建築物の規模要件

第２章 耐震化の基本的な考え方
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1) 全般

危険なブロック塀等20を放置し、地震により倒壊してしまった場合、通行人が

被害を受けるとともに、道路が閉塞して避難や救急・消火活動に支障を来すお

それがあることから、避難路沿道等に存するブロック塀等の耐震化を促進して

いく。

２) 特定緊急輸送道路沿いの塀21

耐震改修促進法では、ブロック塀等のうち、緊急輸送道路沿道の建築物に附

属する組積造の塀22を通行障害建築物23としている。都はこのうち、図11に示

す塀を特定緊急輸送道路沿いの塀としている。

都は、特定緊急輸送道路沿いの塀を、耐震改修促進法第7条第１項第2号によ

り「要安全確認計画記載建築物」として、耐震診断の実施とその結果の報告を

義務付けている。

なお、区市町村は、地域の実情に応じて、対象となる塀の長さと高さの下限

値についても別途規定することができる。

■耐震改修促進法施行令等の改正による既存組積造の塀の耐震診断の義務付け特定緊急輸送道路に接する建物に附属する組積造の塀のうち、次の全てに
該当する塀
• 新耐震基準導入より前に建築された塀
• 長さが８mを超える塀
• 高さが塀から道路中心線までの距離を2.5で除して得た数値を超える塀

Ｈ ＞

Ｌ
２＋ｄ

2.5
のとき、高さ要件に該当

図11 特定緊急輸送道路沿いの塀の要件

Ｌ /２ Ｌ /２
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ｄ

道路境界

特定緊急輸送道路

○ 耐震改修促進法施行令等改正の趣旨、概要

大阪府北部を震源とする地震等におけるブロック塀等の倒壊被害を踏まえ、

ブロック塀等の倒壊による通行被害の防止のため、耐震改修促進法施行令第

４条の通行障害建築物に、建物に附属する組積造の塀が追加された。

これに伴い、平成30年に建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

めの基本的な方針（平成18年国土交通省第184号）等の改正が行われた。

20. ブロック塀等：組積造の塀（補強コンクリートブロック造の塀を含む）及び万年塀をいう。
21. 特定緊急輸送道路沿いの塀：令和５年３月改定までは「通行障害建築物となる組積造の塀」の名

称としていた。
22. 組積造の塀：組積造及び補強コンクリートブロック造の塀
23. 通行障害建築物：耐震改修促進法第５条第３項に定める地震によって倒壊した場合においてその

敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして、
政令で定める建築物

区分 内容 根拠条文

特定緊急
輸送道路
沿いの塀

所有者 耐震診断を実施し、その結果を所管行政
庁に報告しなければならない。〈義務〉※

耐震改修促進法第７
条第１項第２号

耐震診断の結果、地震に対する安全性の
基準に適合しない場合、耐震改修等を実
施するよう努めなければならない。〈努
力義務〉

耐震改修促進法第
11条

表8 特定緊急輸送道路沿いの塀の所有者に対する義務

第２章 耐震化の基本的な考え方

（８） ブロック塀等

２-２ 計画対象の建築物

※耐震診断結果の報告期限は別表１のとおり
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第３章 耐震化の目標
３-１ 耐震化の目標
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※2４ ネットワーク強化区間（詳細は4-1（６）参照）の通行を加味して算出する。
※25 一般緊急輸送道路沿道建築物の令和12年度末以降の目標については、次回以降の計画改定時に定める。

（１） 耐震化の現状と目標

表9 耐震化率等の現状と目標（特記なき限り、棟数による新耐震基準の耐震化率）

３-１ 耐震化の目標

対象建築物の種類 令和５年３月改定計画 変動 現 状
目 標

令和12年度末 令和17年度末

特定緊急輸送道路沿道建築物
総合到達率 92.6%

（R4.12） 1.5ﾎﾟｲﾝﾄup

総合到達率 94.1%
（R7.12）

総合到達率99%※24、
区間到達率95％未満※24の解消

総合到達率100%※24

一般緊急輸送道路沿道建築物
84.3%
（R4.６） 0.８ﾎﾟｲﾝﾄup

85.1%
（R7.12）

耐震化率90% ※25

住宅 （戸数による）

89.1%※26

（2000年基準）

（R2.3）
2.2ﾎﾟｲﾝﾄup

91.3%※26

（2000年基準）

（R7.3）

耐震化率95%※26

（2000年基準）

耐震性が不十分な
住宅をおおむね解消

マンション （戸数による）
94.4%
（R2.3） 0.5ﾎﾟｲﾝﾄup

94.9%
（R7.3）

耐震性が不十分な
マンションをおおむね解消

主な公共住宅 （戸数による）
91.9%
（R2.3） 2.7ﾎﾟｲﾝﾄup

94.6%
（R７.3）

耐震性が不十分な
住宅をおおむね解消

特定建築物
88.4%
（R2.3） 4.5ﾎﾟｲﾝﾄup

92.9%
（R7.3）

耐震化率95%
耐震性が不十分な

建築物をおおむね解消

要緊急安全確認
大規模建築物

94.0%
（R2.3） 3.1ﾎﾟｲﾝﾄup

97.1%
（R7.3）

耐震性が不十分な
建築物をおおむね解消

防災上重要な公共建築物
98.5%
（R2.3） 0.7ﾎﾟｲﾝﾄup

99.2%
（R7.3）

できるだけ早期に耐震化率100%

災害拠点病院
96.3%
（R1.9） 1.3ﾎﾟｲﾝﾄup

97.6%
（R６.11）

できるだけ早期に耐震化率100%

民間社会福祉施設等
91.3%
（H31.3） 1.5ﾎﾟｲﾝﾄup

92.8%
（R3.3）

耐震性が不十分な
建築物をおおむね解消

（うち、自己所有※27の建築物は
耐震化率100%）

保育所
98.7%
（H31.3） 0.4ﾎﾟｲﾝﾄup

99.1%
（R3.3）

私立学校
95.8%
（R2.4） 1.3ﾎﾟｲﾝﾄup

97.1%
（R6.4）

できるだけ早期に耐震化率100%

※26 木造住宅は2000年基準、非木造住宅は新耐震基準を満たす耐震化率
※27 民間社会福祉施設等の目標における自己所有とは、施設運営者が建築物を所有することをいう。

第３章 耐震化の目標
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総合到達率=

A区間の区間到達率×A区間の道路延長
＋B区間の区間到達率×B区間の道路延長
＋……

全道路延長

図13 総合到達率の算出のイメージ

都県境入口の過半から到達できる区間 25% 50% 75% 100%区間到達率
上記以外の区間

①シミュレーションを10000回実施
②都県境入口の過半から到達できた回数

の割合を算出（＝区間到達率）

進入地点
都県境

１回目 ２回目

３回目 ４回目

都県境入口の過半から到達できる区間 25% 50% 75% 100%区間到達率
上記以外の区間

①シミュレーションを10000回実施
②都県境入口の過半から到達できた回数

の割合を算出（＝区間到達率）

進入地点
都県境

１回目 ２回目

３回目 ４回目

都県境入口の過半から到達できる区間 25% 50% 75% 100%区間到達率
上記以外の区間

①シミュレーションを10000回実施
②都県境入口の過半から到達できた回数

の割合を算出（＝区間到達率）

進入地点
都県境

１回目 ２回目

３回目 ４回目

倒壊建物

倒壊建物

図15 通行イメージ

１） 区間到達率及び総合到達率による目標設定

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断を義務付けた耐震化推進条例に基

づく取組により、沿道建築物の耐震診断実施率が98.6%（令和7年12月末時

点）になり、建築物の位置と耐震性能がほぼ把握できた。

緊急輸送道路としての機能を確保するためには、任意の地点に到達できるよ

うにすることが重要である。このため、特定緊急輸送道路全体を捉えた評価指

標として、区間到達率及び総合到達率を導入し、シミュレーションにより算出し

た。

2） 区間到達率とは

区間ごとの通行機能を評価する指標であり、当該区間に都県境入口の過半か

ら到達できる確率である。

28. 首都直下地震等による東京の被害想定、令和４年５月25日公表、東京都防災会議
29. 林康裕・鈴木祥之・宮腰淳一・渡辺基史：耐震診断結果を利用した既存RC造建築物の地震リスク

表示、地域安全学会論文集(2), 235-242, 2000.11）

５） 通行機能確保に係るシミュレーションの設定条件

•地震強度：被害想定２8などを踏まえ、都全域を「震度6強」（最大速度

66cm/s）に設定

•倒壊率：設定した地震強度におけるIs値と建物倒壊率（被害率）の関係（林・

鈴木ら、2000) ２9を基に推定

•使用する道路：東京都内の特定緊急輸送道路

  及びネットワーク強化区間

•進入地点：都県境入口の全5０地点(令和8年

  3月末時点)

•建物の倒壊方向：前面道路に倒壊する確率を

  1/2として設定

•中央分離帯及び交差点（中央分離帯の開口部）

  で区間を設定

図14 ネットワーク強化区間の通行を加味した区間到達率のイメージ

４） ネットワーク強化区間の通行を加味

これまでは、特定緊急輸送道路のみを通行できるものとしてシミュレーション

を実施していたが、一般緊急輸送道路の役割を再評価し、後述するネットワー

ク強化区間を含めた道路網で特定緊急輸送道路の区間到達率及び総合到達

率を算出する。

第３章 耐震化の目標

（２） 目標設定の考え方

区間到達率： 60%未満 60% 以上～80%未満 80% 以上～95%未満 95% 以上～100%未満 100%

都県境

◆区間到達率

都県境

◆区間到達率 ネットワーク強化区間
その他の一般緊急輸送道路

耐震性が不十分な建築物が多
い区間や行き止まり扱いとなっ
ている区間で到達が難しい

３-１ 耐震化の目標
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図12 区間到達率の算出のイメージ

3） 総合到達率とは

特定緊急輸送道路全体の通行機能を評価する指標であり、区間到達率を道

路全体で加重平均して算出したものである。

＜区間到達率の算出方法＞



図17 耐震化の効果のイメージ

図16 特定緊急輸送道路沿道建築物の目標設定のイメージ

６） シミュレーションの結果及び目標設定

通行機能シミュレーションの結果及び目標達成のイメージを図１6に示す。令

和12年度末時点の目標は総合到達率99％であり、必要な通行機能はおおむ

ね確保できる水準である。また、令和17年度末時点の目標は総合到達率

100％であり、必要な通行機能が確保できる水準である。

第３章 耐震化の目標３-１ 耐震化の目標
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第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策
４-１ 緊急輸送道路沿道建築物

４-２ 住宅

４-３ 特定建築物

４-４ 防災上重要な公共建築物

４-５ 災害拠点病院

４-６ 民間社会福祉施設等

４-７ 私立学校

４-８ ブロック塀等
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図18 区間到達率図（令和7年12月末時点）

総合到達率 94.1％

１） 特定緊急輸送道路沿道建築物

⚫ 令和７年度末の総合到達率99%という目標に対し、令和７年12月末時点の総合到達率は、94.1％である。

⚫ 令和７年12月末時点の区間到達率図を、下図に示す。 令和7年度末の目標である、「区間到達率９５%未満の解消」を達成できた区間は全体の81.0%である。

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

（１） 現状

４-１ 緊急輸送道路沿道建築物
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種別

昭和56年以
前の建築物

昭和57年以
降の建築物

建築物数
耐震性を満たす
建築物数

耐震化率

a b a+b=c d d/c

特定緊急輸送道路
沿道の建築物

4,829 13,453 18,282 16,295 89.1%

図19 特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化状況(令和7年12月末時点)

＊： 特定緊急輸送道路に敷地が接しており、
     所定の高さ（図10の①又は②）を超える建築物
： 平成24年３月の耐震改修促進計画改定時に

     把握したもの

※耐震化推進条例に基づく耐震化状況報告書、耐震診断結果報告書、耐震改修等結果報告書の集
計結果（令和７年12月末時点）

表10 特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化状況（単位：棟数）

⚫ 令和７年12月末時点の耐震化率は、89.1％（②／①）である。

⚫ 耐震化推進条例により耐震診断が義務付けられている旧耐震基準の建

築物（4,829棟）の98.6％（④／⑤）で診断が終了しており、58.9％

（③／⑤）が耐震性を満たしている。平成27年12月末時点から診断実施

率は4.9ポイント、耐震性を満たす建築物の割合は31.8ポイント上昇し

た。

図20 一般緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化状況（令和7年12月末時点）

種別

昭和56年以
前の建築物

昭和57年以
降の建築物

建築物数
耐震性を満たす
建築物数

耐震化率

a b a+b=c d d/c

一般緊急輸送道路
沿道の建築物

5,737 19,646 25,383 21,607 85.1%

表11 一般緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化状況（単位：棟数）

※令和7年12月末時点の推計値（緊急輸送道路沿道建築物に関する調査結果及び特定緊急輸送
道路沿道建築物の耐震診断報告を用いて推計）

※緊急輸送道路の変更（令和8年３月）を反映した値

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策４-１ 緊急輸送道路沿道建築物

25

２） 一般緊急輸送道路沿道建築物

⚫ 令和7年12月末時点の耐震化率は、85.1％である。

新耐震基準 未改修

棟

棟
耐震性を満たすと推定される建築物 棟

耐震性が

不十分な建築物

一般緊急輸送道路沿道の建築物* 棟

耐震性を満たす建築物 棟

旧耐震基準の建築物 棟

3,776

19,646

21,607

25,383

1,961

5,737
＊： 一般緊急輸送道路に敷地が接しており、

所定の高さ（図１0の①又は②）を超える建築物



１） 特定緊急輸送道路沿道建築物

⚫ 全ての特定緊急輸送道路沿道建築物で耐震診断や耐震改修等が実施さ

れるよう、引き続き、重点的かつ集中的に取り組む必要がある。

⚫ 令和7年12月末時点で、特定緊急輸送道路沿道建築物の約2,000棟が

耐震化されていない。このことから、建物所有者への啓発や支援、指導・

助言など、様々な切り口から改修等の実施を促進する必要がある。

図22 総合到達率の推移図21 特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化状況の推移

⚫ 総合到達率は９４.1％となり令和元年12月末時点の91.1％から3.0ポ

イント上昇した。着実に改善しているものの、必要な通行機能がおおむ

ね確保されている水準である総合到達率９９％の達成には至っていな

い。

⚫ 特定緊急輸送道路全体を見ると、区間到達率が低く、到達が難しい区間

が存在している。全体の通行機能を早期に確保するために、このような

区間に対し、各区間の状況も踏まえた対策が必要である。

⚫ 特に、倒壊の危険性が高い建築物を解消することが重要である。

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

(２) 課題

４-１ 緊急輸送道路沿道建築物
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① 耐震診断

⚫ 早期に全ての建築物で診断が実施されるよう、区市町村や所管行政庁と

連携し、各建築物の状況に応じて、法令に基づく指導や指示、報告命令な

どを通じて強力に促進する必要がある。

② 耐震改修等

⚫ 特定緊急輸送道路の機能確保に向け、引き続き、建物所有者等への支援

や法令に基づく指導・助言など、様々な切り口から補強設計30や耐震改

修等を促進する必要がある。

⚫ 建物所有者が設計や耐震改修等に踏み出すためには、設計に先立ち実

施する改修工法などの比較・検討に対しても支援を行うことにより、設計

や改修等につながる契機を作る必要がある。

⚫ 区分所有者同士や占有者との合意形成が困難、手間がかけられない等

の理由により耐震化が停滞している沿道建築物がある一方で、管理会社

や建築士等の中には、耐震化の必要性を認識し耐震化を進めたいと考え

ている者がいることから、このような民間事業者の力を活用し、所有者

の抱える課題に柔軟に対応していく必要がある。

⚫ 令和７年実施のアンケート調査においても、改修を未実施の理由として、

費用負担や合意形成等が挙げられている。また、改修を実施したきっか

けとして、都や区市からの指導・指示文書等が挙げられている。さらに、

居住者やテナント等の占有者との合意形成に役立つものとして、費用の

助成等が挙げられている。これらを踏まえ対応を進めていく必要がある。

⚫ 都は、区市町村が耐震改修助成を行うことを前提に、国、都及び区市町

村を合わせて改修工事費の最大９割を助成する制度を運用しているが、

区市町村によっては、最大の助成率を都が想定する助成率よりも低く設

定している場合や、最大の率が都と同じであっても工事費が高くなると

助成率が抑えられ、結果として助成額が低くなる場合がある。このため、

都の制度を最大限活用できる助成制度に見直すよう該当する区市町村

に要請する必要がある。

30. 補強設計:耐震性能など建築物の強度的性能を向上させ安全性を高めるために、柱、梁、壁など
建築物の主要構造物の補強を計画し、建築物の強度や粘り強さを向上させる設計のこと。

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

③ 広域的な連携

⚫ 震災時においても緊急輸送道路の機能を確保し、首都機能を維持する

ためには、都内だけでなく、より広域的な観点から隣接する県や政令指

定都市と連携し、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する必要が

ある。
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図23 九都県市における首都機能の連携
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都や区市からの指導・指示文書

建物の老朽化

大規模修繕等の工事

工事事業者から

自治体の広報誌・チラシ・DM・個別訪問

東京都耐震ポータルサイト

市町村の窓口

耐震改修成功事例見学会
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その他
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2.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

営業補償や移転費用への助成金

行政からの通知文書（耐震性が不足している

と、大地震時に倒壊の恐れがあるなど）

合意形成に向けた、課題整理、スケジュール

調整、管理などを行うコーディネーターの…

耐震化に関する相談窓口

建築士、弁護士などの専門家を派遣

その他

合意形成が難しい一番の理由 それ以外で合意形成が難しい理由(複数回答）
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図24 耐震改修を実施したきっかけ (耐震改修を実施した方を対象)

■ 令和７年実施のアンケート調査

○ 目的

本計画の改定に向けて、これまでの普及啓発施策の評価と今後取り組むべ

き施策等について、都民等を対象としたアンケートを実施した。

○ 調査対象

特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者

（調査発送数3,985件、回答数584件）

○ 実施方法

回答：郵送又はオンライン

○ 調査時期

令和7年2月～4月に実施

〇 アンケート調査結果（抜粋）

回答者数=345

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

図25 耐震改修をしない主な理由 （耐震改修を未実施の方を対象）

図26 合意形成に役立つと思うもの （耐震改修を実施した方へ質問）

費用負担が大きいから

関係権利者との合意形成が困難

耐震診断の結果、敷地条件などにより、耐震性を
確保できる改修方法がないと言われたから

建替え・住替え・売却の予定がある

古い建物にお金をかけたくないから

助成金が受けられないと言われたから

耐震改修を依頼する業者がわからない

耐震改修により建物機能が損なわれる

耐震化しても大地震による被害は
避けられないと思うから

助成金の手続きが面倒

耐震改修の工期が長いから

引越のための移転先を探すなどが大変だから

何からしてよいかわからない

回答者数＝153

それ以外で耐震改修をしない
理由（複数回答）

耐震改修をしない一番の理由

合意形成に向けた、課題整理、スケジュール調整、
管理などを行うコーディネーターの派遣

建築士、弁護士などの専門家を派遣

耐震化に関する相談窓口

行政からの通知文書（耐震性が不足していると、
大地震時に倒壊の恐れがあるなど）

営業補償や移転費用への助成金

その他
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11.9%

17.7%
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合意形成に向けた、課題整理、スケジュール

調整、管理などを行うコーディネーターの…

建築士、弁護士などの専門家を派遣

耐震化に関する相談窓口

行政からの通知文書（耐震性が不足している

と、大地震時に倒壊の恐れがあるなど）

営業補償や移転費用への助成金

その他

合意形成が難しい一番の理由 それ以外で合意形成が難しい理由(複数回答）

14.8%

8.1%

9.0%

18.6%

22.0%

3.2%

10.4%

9.9%

11.9%

17.7%

17.4%

2.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

合意形成に向けた、課題整理、スケジュール

調整、管理などを行うコーディネーターの…

建築士、弁護士などの専門家を派遣

耐震化に関する相談窓口

行政からの通知文書（耐震性が不足している

と、大地震時に倒壊の恐れがあるなど）

営業補償や移転費用への助成金

その他

合意形成が難しい一番の理由 それ以外で合意形成が難しい理由(複数回答）それ以外で合意形成に
役に立つと思うもの
（複数回答）

合意形成に最も役に
立つと思うもの

回答者数=345

Q. 耐震改修を実施したきっかけは何ですか （複数回答）

Q.耐震改修をしない理由は何ですか

Q.居住者やテナントとの合意形成に役に立つと思うものを教えてください
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２） 一般緊急輸送道路沿道建築物

⚫ 一般緊急輸送道路沿道建築物は、特定緊急輸送道路沿道建築物に比べ、

耐震診断をはじめとする耐震化の取組が進んでいない。緊急輸送道路全

体の通行機能を確保し、東京全体の防災力を高めるためには、地域の主

要な防災拠点等に到達できるよう沿道建築物の耐震化をより一層強力

に促進していく必要がある。

⚫ 特定緊急輸送道路においては、耐震性が不十分な建築物が多い区間や

他の特定緊急輸送道路とつながっていない区間がある。一般緊急輸送道

路の中には、これまでの道路整備の進展等により、このような区間を補

完することで特定緊急輸送道路のネットワーク強化に寄与する区間があ

る。これらの一般緊急輸送道路を有効に活用して、特定緊急輸送道路全

体の通行機能を早期に確保していく必要がある。

⚫ これまでの耐震診断や耐震改修等に係る助成実績から、診断や改修等を

実施している建築物の割合は特定緊急輸送道路沿道建築物の場合と比

較して少ないと考えられる。このため、区市町村と連携し、建物所有者に

対して緊急輸送道路の役割や耐震化の重要性を啓発するとともに、助成

内容の周知を行うことが必要である。

⚫ 耐震化を促進するには、所有者が建築物の耐震性能を把握し、耐震化の

必要性や重要性を認識することが不可欠であることから、耐震診断の実

施を促していく必要がある。

⚫ 一般緊急輸送道路沿道建築物については、助成率や助成額の上限を都

よりも低く設定している区市町村があり、特に多摩部においては、助成

制度を有していない自治体も多い。このため、都の制度を最大限活用す

るよう区市町村に要請するとともに、耐震化に向けた課題の把握や促進

策の検討などに区市町村と連携して取り組む必要がある。

⚫ 引き続き、建物所有者への支援や法令に基づく指導・助言など、様々な

切り口から耐震化を促進する方策について検討する必要がある。

図27 一般緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化状況の推移
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※調査時点の推計値（緊急輸送道路沿道建築物に関する調査結果及び
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断報告を用いて推計）
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⚫ 区市町村や所管行政庁と連携し、建物所有者へを実施の働きかけや、耐震

診断・耐震改修等への支援、法令に基づく指導や指示等により耐震化を促

進

⚫ 建物所有者が都の助成制度を最大限活用できるよう、区市町村へ制度の見

直しを要請

⚫ 緊急輸送道路のネットワークを有効に活用して震災時の通行機能を早期に

確保するため、最小限の改修棟数等で特定緊急輸送道路全体の通行機能を

強化可能な区間を新たに指定し、集中的な取組

（４） 基本方針

【特定緊急輸送道路沿道建築物】

⚫ 令和12年度末までに総合到達率99％※を達成 かつ、

区間到達率95％未満※の区間を解消

⚫ 令和17年度末までに総合到達率100％※を達成

【一般緊急輸送道路沿道建築物】

⚫ 令和12年度末までに耐震化率90%以上を達成

※ 令和17年度末の目標については、次回以降の計画改定時に定める。

※ ネットワーク強化区間の通行を加味して算出する。

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

（３） 耐震化の目標

４-１ 緊急輸送道路沿道建築物
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助成制度等

総合相談等

耐震診断 耐震設計 耐震改修等

① 重点区間及びネットワーク強化区間に対する集中的な取組

２） ① アドバイザーの派遣等

２） ② 区市町村を通じた助成

指導・指示 ３） ① 耐震診断 ３） ② 耐震改修等

公表 ５） 耐震化状況などの公表

その他

２） ③ 耐震改修等に対する融資の支援 ２） ③ 耐震改修等に対する融資の支援

２） ⑤ 総合設計制度やマンション再生法による特
例制度の活用による建替えの促進

６） 耐震化推進に向けた区市町村への要請

７） 広域的な視点からの緊急輸送道路の機能確保

４） 耐震改修等の実施状況の把握

表12 主な施策の体系

１） 建物所有者等への働きかけ

２） ④ 税制上の優遇措置の周知

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

（５） 主な施策の体系

４-１ 緊急輸送道路沿道建築物
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（６）主な強化施策

（７）その他の耐震化の促進施策

（凡例）



令和
８年度

令和
９年度

令和
10年度

令和
11年度

令和
12年度

重点区間

（特定緊急輸送道路）

ネットワーク
強化区間

（一般緊急輸送道路）

伴走型の支援

表13 主な強化施策のスケジュール

伴走型の支援

① 重点区間及びネットワーク強化区間に対する集中的な取組

⚫ 道路ネットワークを有効に活用して震災時の通行機能を早期に確保する

ため、最小限の改修棟数等で特定緊急輸送道路全体の通行機能の強化

に資する重要な区間として、以下の区間を新たに指定する（P34の図

28参照、詳細は別表２，３による）。

⚫ 重点区間における倒壊の危険性が高い沿道建築物とネットワーク強化区

間の沿道建築物に対して、個別訪問を繰り返し行い、アドバイザー派遣等

を活用して耐震化につなげるとともに、一定期間進捗が見られない建物

所有者に継続的にフォローアップを行うなど、伴走型の支援を実施する。

【重点区間】特定緊急輸送道路のうち、倒壊の危険性が高い建築物を

耐震化することによる通行機能の改善効果が高い区間

【ネットワーク強化区間】以下の特定緊急輸送道路を補完する一般緊急

輸送道路の区間

・行き止まり扱いとなっている特定緊急輸送道路
・耐震性が不十分な建築物が多く存在する特定緊急輸送道路

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

（６） 主な強化施策
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状況確認※

※ネットワーク強化区間の沿道建築物は、耐震化状況の報告義務がなく、建築物

ごとの進捗状況を十分に把握できていないため、状況を確認し、必要に応じて

伴走型の支援を実施する。



都県境

■ 現状

ネットワーク強化区間

多くの路線に接続している区間で１棟でも
耐震性が不十分な沿道建築物が倒壊する

と、全体の通行機能が阻害される

■重点区間及びネットワーク強化区間の指定の考え方

耐震化することで、ネットワーク
全体の通行機能が改善

特定緊急輸送道路（区間到達率で色分け） 60%未満 60%以上～80%未満 80%以上～95%未満 95%以上～100%未満 100% 一般緊急輸送道路

両区間に集中的に
取組を行うことで

特定緊急輸送道路全体の
通行機能が改善

特定緊急輸送道路のネットワークを
補完することで通行機能が改善

耐震性が
不十分 耐震化

耐震性を
満たす
建物

ネットワーク強化区間

重点区間

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

都県境

■ 取組実施後

特定緊急輸送道路とつながってい
ないため、行き止まり扱い

耐震性が不十分な
建築物が多い

４-１ 緊急輸送道路沿道建築物
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重点区間



図28 重点区間及びネットワーク強化区間

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

区間の種類 区間数・延長

重点区間 （特定緊急輸送道路） 50区間 ・ 約162km

ネットワーク強化区間（一般緊急輸送道路） 3４区間※・ 約6０km

４-１ 緊急輸送道路沿道建築物
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※耐震性が不十分な沿道建築物がない区間を含む



（７） その他の耐震化の促進施策 ２） 耐震化に係る支援

建物所有者の取組を促すため、アドバイザーの派遣や耐震改修等に要する費

用を助成するなどの支援を行う。

① アドバイザーの派遣等

⚫ 建物所有者が耐震化に至るには、耐震化状況を踏まえた最適な改修工

法の選択や合意形成など様々な課題があることから、建物所有者の自

己負担なしで、建築の専門家や弁護士など所有者の課題に適切に対応

できる専門家の派遣などを行う。一般緊急輸送道路沿道建築物につい

ては、診断の実施に向けた相談段階においても派遣する。

⚫ 耐震化の推進に意欲的な民間事業者が所有者の取組を主導し、検討の

初動期から耐震改修工事等の完了まで一貫して合意形成や事務的作業

に対応できるよう、都が承認した民間事業者を専属アドバイザーとして

派遣する。

⚫ 耐震診断を終えた建物所有者に耐震化を促すには、次のステップの補強

設計につながるきっかけを作ることが効果的である。このため、費用や

工事の影響などの比較・検討を行い、設計のための改修計画の作成を支

援するため、建築の専門家をアドバイザーとして派遣する。

② 区市町村を通じた助成

図29 緊急輸送道路沿道建築物のパンフレット

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

１） 建物所有者等への働きかけ

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するためには、建物所有者等が緊

急輸送道路の役割や耐震化の重要性などを認識する必要がある。このため、区

市町村や関係団体と連携し、所有者等に対して個別訪問や啓発文書の送付を

行うことにより耐震化を強力に働きかける。
共通

共通

共通

区分 特定緊急輸送道路沿道建築物 一般緊急輸送道路沿道建築物

耐震診断
助成

・原則、全額助成

※平成23年6月に指定された特定緊急輸送道
路の沿道建築物に対する都の助成は終了済

・最大９割助成

補強設計
助成

・最大10割助成

※倒壊の危険性が高い建築物については建替
設計も同様

・最大5/6助成

耐震改修等
助成

・最大９割助成 ・最大5/6助成

※区市町村が建物所有者への個別訪
問等の取組の実施計画を公表及び報
告した場合

特定 一般

４-１ 緊急輸送道路沿道建築物

※助成率は、国、都及び区市町村を合わせたもの
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※箇条書きの記号は、それぞれ以下の建築物についての内容であることを示す。

：特定緊急輸送道路沿道建築物 ：一般緊急輸送道路沿道建築物 ：緊急輸送道路沿道建築物全体特定 一般 共通



④ 税制上の優遇措置の周知

◉ 建替え又は耐震改修工事を行った際の、固定資産税等の税制上の優遇
措置について耐震ポータルサイト等で周知を行う。

⑤ 総合設計制度やマンション再生法32による特例制度の活用による建替

えの促進

◉ 総合設計制度を活用して耐震性が不十分な緊急輸送道路沿道建築物を
建て替える場合、公開空地の確保等による容積率割増しに加え、緊急輸

送道路沿道建築物が耐震化されることによる割増しも適用される。また、

耐震性が不十分なマンションの建替えを行う場合、マンション再生法に

よる特例制度も活用でき、都内全域が適用区域となるなど、総合設計制

度より計画の基本要件が緩和されている。このため、建替えを検討して

いる建物所有者に特例制度を周知し、活用を促す。

◉ 建築物の用途や耐震性能によっては、一般的な工法では耐震化が困難な
ことから免震工法等の特殊工法を用いる場合がある。特殊工法は一般的

な工法に比べ、工事費が高額となることから、助成単価を引き上げてい

る。

◉ 震災時における緊急輸送道路の機能を効果的に確保するためには、倒壊
の危険性が高い建築物を耐震化することが有効である。倒壊の危険性が

高い建築物の耐震改修等の費用について、助成単価を引き上げている。

◉ 耐震性が不十分な建築物の耐震改修については、費用負担や関係者と
の合意形成等の理由から、一回の工事で耐震化が完了しない場合がある。

このため、令和17年度末までに耐震化を完了させることを条件に、段階

的な耐震改修31についても費用を助成する。

⚫ 通行機能の早期確保を図るため、倒壊の危険性が高い特定緊急輸送道

路沿道建築物については、2回目以降の工事が未定の場合でも、改修後

のIs値を0.3以上相当とすることを条件に、耐震改修の一部を実施する

場合に要する費用を助成する。

◉ 占有者が存する建築物では、所有者が耐震化工事を実施する際に追加
的費用が発生する。このため、占有者が存する建築物の耐震改修等に要

する費用に対する助成額の加算を実施している。

• 分譲マンションの耐震改修等の費用については、延べ面積１万㎡以下の

部分に加え、延べ面積１万㎡超の部分を助成対象としている。

• 一般緊急輸送道路沿道建築物については、令和８年度より、物価高騰等

を踏まえ、耐震診断費用への助成も拡充する。

③ 耐震改修等に対する融資の支援

◉ 建物所有者が耐震診断や耐震改修の費用の一部について、金融機関か
ら低利で融資が受けられるよう、金融機関に対して貸付け原資の一部を

預託することにより、診断や改修に係る資金の借入れを支援する。

公開空地等の整備

・公開空地等による
割増し

・緊急輸送道路沿道建築物
の建替えによる割増し

図30 総合設計制度等の活用イメージ

緊急輸送道路沿道建築物

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

共通

共通

共通

共通

特定

共通

共通

共通

32. マンション再生法：旧マンションの建替えの円滑化等に関する法律。「マンションの再生等の円滑化
に関する法律」に題名等改正（令和７年５月30日公布、令和８年４月１日施行予定）。

４-１ 緊急輸送道路沿道建築物

一般

共通
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※箇条書きの記号は、それぞれ以下の建築物についての内容であることを示す。

：特定緊急輸送道路沿道建築物 ：一般緊急輸送道路沿道建築物 ：緊急輸送道路沿道建築物全体特定 一般 共通

31. 段階的な耐震改修：２回以上に分けて耐震改修を行うこと。東京都では、通行機能の早期確保を図
るため、２回目以降の工事が未定の場合でも、改修後のIs値を0.3以上相当とする耐震改修を段
階的な耐震改修に含める。



➢ 倒壊の危険性が高い特定緊急輸送道路沿道建築物に対する東京都にお

ける指導や指示等の取組

➢ 耐震改修を実施していない特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対

し、令和３年度から、耐震化をより一層促進するため、指導や指示の取組

を実施してきた。

➢ 指示を受けた建物所有者が、正当な理由なく指示に従わなかった場合

は、令和８年度以降、建築物の所在地、名称等の公表を行い、都民へ情報

提供する。

３） 耐震化に係る指導や指示等

建物所有者に対して耐震化を促すため、区市町村や所管行政庁と連携し、必

要に応じて、法令に基づく指導や指示等を行う。

① 耐震診断

⚫ 特定緊急輸送道路沿道建築物については、耐震診断結果の報告期限ま

でに報告をしていない建物所有者に対して、診断の実施を強力に働きか

けるため、報告を行うよう命令するとともに、命令したことを耐震ポータ

ルサイトにて公表する。

⚫ 一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断を促進するため、指導や助言

を行う。 震災時における緊急輸送道路の機能を確保するために必要が

あると認めるときは、建物所有者に対して診断を行うよう指示する。

② 耐震改修等

⚫ 耐震診断の結果、耐震性が不十分であることが判明した建築物の所有者

に対して指導や助言を行う。

⚫ 指導を行ったにもかかわらず、耐震改修等に至っていない建築物の所有

者に対しては指示を行う。

⚫ 指示を受けた建物所有者が、正当な理由なく指示に従わなかった場合は、

建築物の所在地、名称等の公表を行い、都民へ情報提供する。

⚫ 耐震化推進条例に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物の占有者に対

し、耐震改修等の実現に向けた協力について指導や助言を行う。

令和４年度
～令和６年度

令和８年度以降

令和３年度 お知らせの送付

指導文書の送付

状況報告の提出依頼※

提出された進捗状況より指示要否を判定※

指示文書の送付※ 働きかけ継続※

公表の要否を判定 （正当な理由の有無を確認）

※２度実施

公表の事前通知・耐震化できない理由の提出依頼

公 表 公表しない

図31 特定緊急輸送道路沿道建築物への指導や指示等の流れ

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

共通

共通

特定

特定

一般

特定

特定

４-１ 緊急輸送道路沿道建築物
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※箇条書きの記号は、それぞれ以下の建築物についての内容であることを示す。

：特定緊急輸送道路沿道建築物 ：一般緊急輸送道路沿道建築物 ：緊急輸送道路沿道建築物全体特定 一般 共通



４） 耐震改修等の実施状況の把握

○ 一般緊急輸送道路沿道建築物は、耐震化状況の報告を義務付けていな

いため、正確な耐震化率や建築物ごとの進捗状況を把握できていない。

このため、対象建築物の所有者の更なる特定を進め、DM送付等により、

耐震診断や耐震改修等の実施状況の把握に努める。

５） 耐震化状況などの公表

⚫ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の進捗状況を都民に情報提供す

るため、耐震化推進条例に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震

化の指標である総合到達率や区間到達率について、耐震ポータルサイト

にて公表を行っている。

⚫ 建物所有者から報告を受けた耐震診断の結果について、耐震改修促進

法に基づき公表し、都民へ情報提供を行っている。

⚫ さらに、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断結果の公表内容を地

図上に見える化することで、より視覚的に分かりやすく、都民へ情報提供

を行う。

６） 耐震化推進に向けた区市町村への要請

⚫ 所管行政庁によっては、未診断の建物所有者への命令や、耐震改修等未

実施の建物所有者への指導や指示等を行っていない場合がある。こうし

た所管行政庁に対し、建物所有者の状況に応じて、命令や指導、指示等

の実施を促す。

⚫ 特に、重点区間における沿道建築物については、耐震化により、震災時

の通行機能の改善に特に資することから、所管行政庁に対し、指導や指

示等の実施を強く要請する。

⚫ 区市町村によっては、都が想定する助成率より低く設定している場合や

助成対象の事業費に上限額を設けている場合がある。建物所有者が都

の制度を最大限活用できるように、助成率等が都の想定する上限に達し

ていない区市町村に対して助成制度の見直しを強く要請する。

⚫ 一般緊急輸送道路沿道建築物については、未だに助成制度を有してい

ない区市町村が多く存在することから、制度の創設を要請する。

７） 広域的な観点からの緊急輸送道路の機能確保

⚫ 震災時においても首都機能を維持し、速やかな復旧・復興を図るために

は、隣接する県や主要都市と一体となって、緊急輸送道路の機能を確保

していく必要がある。このため、九都県市首脳会議を構成する自治体と

連携し、災害対応時の大動脈となる緊急輸送道路ネットワークの構築に

取り組む。

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

一般

特定

特定

特定

特定

特定

４-１ 緊急輸送道路沿道建築物

一般
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共通

※箇条書きの記号は、それぞれ以下の建築物についての内容であることを示す。

：特定緊急輸送道路沿道建築物 ：一般緊急輸送道路沿道建築物 ：緊急輸送道路沿道建築物全体特定 一般 共通

特定



⚫ 令和７年度末に旧耐震基準の耐震性が不十分な住宅のおおむね解消を目指

して取り組んできたが、令和５年住宅・土地統計調査を基に住宅の耐震化率

を算出すると、令和７年３月末時点の新耐震基準の耐震化率は93.4％と見

込まれる（表14）。

⚫ 令和元年度末から令和６年度末までの耐震化率の上昇は５年間で1.4ポイ

ントであり、目標達成に向け耐震化の取組を更に促進していく必要がある。

⚫ また、木造住宅は2000年基準、非木造住宅は新耐震基準を満たす耐震化

率は91.3％と見込まれる（表15）。そのうち木造戸建住宅では82.6％、木

造共同住宅では82.9％、非木造共同住宅では95.4％、マンションでは

94.9％が耐震性を満たしていると見込まれる。

76.3

81.2

83.8

92.0
93.4

65.3

69.1

76.7

87.0
89.3

94.4 94.9

60

65
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75

80

85

90

95

100

耐
震
化
率
（
％
）

住宅全体

木造住宅

マンション

平成17 平成22 平成26 令和元 令和6 （年度末）

表１4 住宅の耐震化状況【新耐震基準】（単位：戸数）

表15 住宅の耐震化状況【2000年基準】 （単位：戸数）

※令和５年住宅・土地統計調査を基にした令和7年３月末時点の推計値
※共同住宅には、特定建築物である賃貸共同住宅を含む。
※マンションは、非木造の共同住宅、持ち家の戸数による推計
※住宅・土地統計調査のデータは表章単位未満の位で四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも合計
とは一致しない。

※令和５年住宅・土地統計調査を基にした令和7年３月末時点の推計値
※共同住宅には、特定建築物である賃貸共同住宅を含む。
※マンションは、非木造の共同住宅、持ち家の戸数による推計
※住宅・土地統計調査のデータは表章単位未満の位で四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも合計
とは一致しない。

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

（１） 現状

図3２ 耐震化率の推移(新耐震基準)

４-２ 住宅
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住宅 昭和55年
以前の住宅

a

昭和56年以降
の住宅

b

住宅数
a+b=c

耐震性を
満たす住宅数

d

耐震化率
d/c

建て方 構造

戸建

木造 367,900 1,320,100 1,688,000 1,502,400 89.0%

非木造 43,600 200,700 244,400 232,900 95.3%

計 411,600 1,520,800 1,932,400 1,735,200 89.8%

共同
住宅

木造 103,900 579,200 683,100 614,800 90.0%

非木造 691,100 4,057,800 4,748,900 4,529,300 95.4%

マンション 251,100 1,287,100 1,538,200 1,460,000 94.9%

計 795,000 4,637,000 5,432,000 5,144,200 94.7%

木造 471,900 1,899,200 2,371,100 2,117,200 89.3%

非木造 734,700 4,258,500 4,993,300 4,762,200 95.4％

合計 1,206,600 6,157,800 7,364,400 6,879,400 93.4%

住宅 昭和55年
以前の住宅

a

昭和56～
平成12年の
住宅
b

平成13年
以降の住宅

c

住宅数
a+b+c=d

耐震性を
満たす住宅数

e

耐震化率
e/d

建て方 構造

戸建

木造 367,900 508,700 811,300 1,688,000 1,394,700 82.6%

非木造 43,600 96,400 104,400 244,400 232,900 95.3%

計 411,600 605,100 915,700 1,932,400 1,627,500 84.2%

共同
住宅

木造 103,900 269,800 309,400 683,100 566,400 82.9%

非木造 691,100 1,659,400 2,398,400 4,748,900 4,529,300 95.4%

マンション 251,100 507,700 779,400 1,538,200 1,460,000 94.9%

計 795,000 1,929,200 2,707,800 5,432,000 5,095,800 93.8%

木造 471,900 778,500 1,120,700 2,371,100 1,961,100 82.7％

非木造 734,700 1,755,700 2,502,800 4,993,300 4,762,200 95.4％

合計 1,206,600 2,534,300 3,623,500 7,364,400 6,723,300 91.3%



耐震化しても大地震による被害は避
けられないと思うから

【木造住宅全体】

⚫ 耐震化されていない住宅の大半を占める木造住宅の耐震化を加速し、建物

倒壊による被害を軽減する必要がある。

⚫ 令和7年実施のアンケート調査において、耐震改修を実施しない主な理由

として、改修等に伴う負担の大きさや、耐震化の進め方が分からないこと

などが挙げられている。このため、工事等の負担の軽減を図る取組に加え、

建物所有者への情報発信や働きかけの更なる強化が必要である。

Q.耐震改修をしない理由は何ですか

図3３ 耐震改修を実施しない主な理由
（旧・新耐震基準の木造住宅所有者の回答のみを抜粋）

N＝2,321

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

■ 令和７年実施のアンケート調査

表16 主な公共住宅の耐震化状況（単位：棟数（上段）、戸数（下段））

主な公共住宅
昭和56年以前
の建築物

a

昭和57年以降
の建築物

b

建築物数
a+b=c

耐震性を満た
す建築物数

d

耐震化率
d/c

公営住宅等

都営住宅等
2,210 3,281 5,491 5,411 98.5%

95,694 156,028 251,722 249,338 99.1%

区市町村営住宅
358 1,055 1,413 1,365 96.6%

5,919 16,963 22,882 22,706 99.2%

東京都住宅供給公社住宅

963 271 1,234 1,234 100%

46,659 24,302 70,961 70,961 100%

都市再生機構住宅
1,337 1,001 2,338 2,200 94.1%

88,213 71,414 159,627 135,130 84.7%

合 計
4,868 5,608 10,476 10,210 97.5%

236,485 268,707 505,192 478,135 94.6%

⚫ 主な公共住宅については、耐震化整備プログラムなどに基づくこれでまで

の計画的な取組により、令和７年３月末時点で94.6％（戸数）が耐震性を満

たしている。都営住宅等では99.1％、区市町村営住宅では99.2％、東京都

住宅供給公社住宅では100％、都市再生機構住宅では84.7％が耐震性を

満たしている。

【住宅全般】

⚫ 住宅の耐震化を進めるためには、所有者自らが主体的に取り組むべき問題

であるという意識を持つことが不可欠である。このため、普及啓発に力を入

れるとともに、相談体制や情報提供の充実を図り、耐震化率の向上につな

げていく必要がある。

⚫ とりわけ、住民に身近な区市町村の役割が極めて重要であり、老朽化が進ん

だ住宅に対する一層の支援強化や、所有者に対するDM送付や個別訪問等

の積極的な働きかけを図るよう促す必要がある。

４-２ 住宅

○ 目的 P２７の通り

○ 調査対象

都内の旧・新耐震基準の木造住宅所有者、旧耐震基準の非木造住宅所有者、

分譲マンション所有者、その他の都内在住者（アンケートモニターを利用）

（回答数計 6,788件）

○ 実施方法 回答：オンライン

○ 調査時期 令和7年３月～4月に実施

〇 アンケート調査結果（抜粋）

(２) 課題
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※令和７年３月末時点の集計値
※都営住宅等には、都営住宅のほか、福祉住宅、地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅を含む。
※東京都住宅供給公社住宅は令和２年度末に耐震化率100％を達成

費用負担が大きいから

何からしてよいかわからない

古い建物にお金をかけたくないから

耐震改修を依頼する業者がわからない

引越のための移転先を探すなどが大変だから

助成金の手続きが面倒



【新耐震基準の木造住宅】

⚫ 近年の地震災害において、新耐震基準の木造住宅でも倒壊・大破の被害が

一定数生じており、地震時の被害等の軽減のため、耐震化を進めて行く必

要がある。

⚫ 都内の区市において新耐震基準の木造住宅の耐震化に対する取組が広

がってきているが、取組を実施していない区市町村もあることから、取組を

促進していく必要がある。

【防災都市づくり推進計画に定める整備地域33内の住宅】

⚫ 防災都市づくり推進計画に定める整備地域は、震災時に特に甚大な被害が

想定されることから、震災時における円滑な消火・救援活動や避難を可能と

するよう防災上重要な道路の整備に併せて、建替えによる住宅の不燃化・耐

震化を推進するとともに、建替えが困難な住宅については、耐震改修が進

むよう技術的支援や財政的支援を継続する必要がある。

【マンション34】

⚫ 都は、区市と連携し、耐震アドバイザー派遣助成、耐震診断助成、耐震改修

助成を実施している。区市町に対し、助成制度の有無・内容に応じて、制度

創設や助成活用について働きかけた結果、助成制度を持つ区市の数は増加

しているが、引き続き、制度を創設するよう働きかけを行う必要がある。

⚫ また、助成制度を持つ区市においても、耐震診断未実施のマンションや、耐

震診断後、耐震改修工事を実施していないマンションが数多く存在している

ことから、管理組合の状況に応じた普及啓発を積極的に実施し、専門家の派

遣や管理組合の運営への支援などを強化する必要がある。

【主な公共住宅】

⚫ 都市再生機構住宅については、引き続き、計画的に耐震化を推進する必要

がある。

35. 木造住宅密集地域等:防災都市づくり推進計画（令和８年３月）における木密住宅密集地域等は、
「木造住宅密集地域」、「整備地域」、「重点整備地域」、「防災環境向上地区」、「農地を有し、防災性
の維持・向上を図るべき地域」及び「不燃化の状況や住宅の密度が木造住宅密集地域と同等であ
る地域」

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

【住宅全般】

⚫ 令和12年度末までに耐震化率95%以上を達成

⚫ 令和17年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消

【マンション】

⚫ 令和12年度末までに耐震性が不十分なマンションをおおむね解消

【主な公共住宅】

⚫ 令和１２年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消

（４） 基本方針

⚫ 自助・共助・公助の原則を踏まえ住宅の所有者自らが主体的に取り組む必

要があるため、区市町村等と連携し、所有者の耐震化の取組を支援すると

ともに、所有者等に対して積極的な働きかけを行う区市町村を更に支援

⚫ 旧耐震基準の戸建住宅等については、耐震改修に加え、老朽化の進行を踏

まえて建替えや除却も積極的に促進

⚫ 2000年基準を満たしていない木造住宅の耐震化を加速し、建物倒壊等に

よる被害を軽減させるため、費用負担を軽減する工法の活用を促進

⚫ 老朽化した木造建築が特に集積するなど、甚大な被害が想定される木造住

宅密集地域等35において、耐震化施策と不燃化施策との連携を強化

⚫ マンションについては、管理組合の状況に応じた普及啓発や支援の強化な

ど、効果的・集中的に施策を展開

（３） 耐震化の目標

４-２ 住宅
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33. 防災都市づくり推進計画に定める整備地域：地域危険度が高く、かつ老朽化した木造建築物が特に
集積するなど、震災時に特に甚大な被害が想定される地域

34. マンション：マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第149号）第２条第１号
で定義されるいわゆる分譲マンションのことをいう。



表17 主な施策の体系 耐震診断 耐震設計 耐震改修

助成制度等

総合相談等 ① 耐震化に係る普及啓発や支援等の取組

助成制度等

1)
住宅
全般

① エ 安全点検実施の推奨

① ウ アドバイザーの派遣

② 税制支援 （固定資産税・都市計画税）

総合相談等

2)
戸建
住宅
等

③ 災害に強い住宅の実現に向けた他施策との連携 (省エネリフォーム及びバリアフリー工事の機会に合わせた耐震化の促進)

① イ 積極的な働きかけを行う区市町村を通じた助成

③ 災害に強い住宅の実現に向けた他施策との連携
（太陽光パネル）

② 木造住宅密集地域等における耐震化施策と不燃化施策との連携

普及啓発等

３)
マン
ショ
ン

① ア マンション耐震化推進サポート事業の実施 【専門家派遣の支援策を強化】

① イ 耐震化促進に向けた普及啓発 【プッシュ型普及啓発（個別訪問）を実施】

助成制度等

① ウ 耐震診断や補強設計、耐震改修等の費用の助成 【耐震診断や耐震改修等の助成の充実】

その他

① エ 耐震化に対する金融支援

② マンション等売却事業及びマンション除却事業の活用に対する支
援

① オ 仮住居のあっせん

③ まちづくりと連携したマンションの再生

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

① 低コスト工法の活用を促進

② 所有者への直接的な働きかけを強化

（５） 主な施策の体系

① ア 高齢者向け耐震改修融資による支援

４-２ 住宅
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（６）主な強化施策

（７）その他の耐震化の促進施策

（凡例）



第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

【マンション】

① 専門家派遣の支援策を強化

⚫ 耐震診断を実施していないマンションに対しても建築士等の専門家を派

遣し、合意形成を支援する。

② プッシュ型普及啓発（個別訪問）を実施

⚫ 耐震診断を実施していないマンションに対して、区市と連携し、プッシュ

型の普及啓発を実施する。

③ 耐震診断や耐震改修等の助成の充実

⚫ 助成単価等を見直しながら、区市と連携し、マンション耐震化の助成を

実施する。

令和
8年度

令和
9年度

令和
10年度

令和
1１年度

令和
1２年度

低コスト工法

活用促進

DM送付

個別訪問

区市等への働きかけ

区市等と連携した所有者への働きかけ

耐震診断加速

耐震改修加速

表18 主な強化施策のスケジュール

【木造住宅全体】

① 低コスト工法36の活用を促進

⚫ 国土交通省の「木造住宅の安全確保方策マニュアル」（令和６年８月）で位

置付けられた、天井や床などを解体せずに耐震補強が可能な低コスト工

法について、区市町村と連携して活用を促進し、費用等の所有者負担を

軽減する。

⚫ 事業者向け講習会を開催し、関係団体等と連携して設計や工事を担う技

術者の育成に努めるとともに、 受講者を公表する。

② 所有者への直接的な働きかけを強化

⚫ 区市等と連携し、DM送付や個別訪問等の実施による所有者への直接的

な働きかけにより、耐震改修等の実施を促進する。

36. 低コスト工法：愛知建築地震災害軽減システム研究協議会が独自に評価した、木造住宅における
合理的な耐震改修専用の工法（Ａ工法）のこと。なお、Ａ工法の詳細は、同協議会の「木造住宅 低コ
スト 耐震補強の手引」に記載されている。

図３４ 低コスト工法のイメージ

出典：愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の市民向けパンフレット
「住まいの耐震化」を基に作成

天井や床を可能な
限り壊さず補強

工事範囲を最小限
とし、費用と工期
を縮減

補強壁

低コスト工法一般的な工法

天井ライン▲

床ライン▼

補強壁

梁

土台

天井や床の
撤去及び復旧
が必要

（６） 主な強化施策

Start

◆合意形成支援・・・専門家派遣の実施

◆普及啓発・・・・・・・個別訪問の実施

◆費用負担軽減・・・診断助成の強化

耐震診断の検討

診断実施

◆費用負担軽減・・・改修助成の強化

耐震改修の検討

改修実施 Goal

診断未実施が数多く存在 診断後の改修未実施も多数

強化
point

強化
point

支援 支援

耐震化!!

※耐震化に取り組めるよう日頃の管理運営も支援

図3５ マンション耐震化に向けた支援の強化フロー

４-２ 住宅
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１) 住宅全般

住宅の耐震化を進めていくためには、自助・共助・公助の原則を踏まえ、住宅

の所有者自らが主体的に耐震化に取り組む必要がある。このため、区市町村や

関係団体等と連携し、所有者の耐震化の取組を支援する。

① 耐震化に係る普及啓発や支援等の取組

⚫ 住宅の耐震化を推進するためには、所有者が自らの住宅の耐震性能を

把握することが重要である。このため、耐震化の重要性や耐震診断の必

要性について普及啓発を行う。

⚫ 普及啓発を効果的に行うためには、地域の実情を熟知している区市町村

の取組を後押ししていくことが必要である。このため、建物所有者への啓

発文書の送付やイベントなどを実施する区市町村に対して、技術的、財政

的支援を行う。

② 税制支援

⚫ 住宅の耐震化を促進するため、区部において、建替えや耐震改修が行わ

れた旧耐震基準の住宅、又は耐震改修が行われた新耐震基準の木造住

宅を対象に、固定資産税や都市計画税を一定の期間全額免除する37。

２） 戸建住宅等

都市の防災力を一層向上させるためには、旧耐震基準の住宅同様、新耐震基

準の木造住宅の耐震化にも取り組む必要がある。このため、区市町村や関係団

体等と連携し、所有者の耐震化の取組を支援する。

① 耐震化に係る普及啓発や支援等の取組

ア 高齢者向け耐震改修融資（リバースモーゲージ型住宅ローン）による支援

⚫ 高齢者世帯の耐震化を促進するため、独立行政法人住宅金融支援機構

では自治体の助成金を受けて実施する耐震改修を対象に、耐震改修利

子補給制度として、金融機関への全額又は一部の利子補給を実施するこ

とにより、利用者負担を低減している。

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策

この制度の活用を促進し、耐震改修に係る自己負担の低減を図るととも

に、将来的なローン返済の不安を解消し、耐震改修の実施を促す。

イ 積極的な働きかけを行う区市町村を通じた助成

⚫ 所有者の主体的な取組を促すため、住宅耐震化緊急促進アクションプロ

グラムを策定し、戸建住宅等の所有者に積極的な働きかけを行う区市町

村を通じて、耐震診断や、補強設計と合わせた耐震改修に要する費用に

ついて助成し、戸建住宅等の耐震化を総合的に支援する。

⚫ 令和6年度から、耐震改修に係る工事費用の実態を踏まえ、耐震改修等

に係る助成限度額を引き上げている。

⚫ 令和７年度から、障害者・要介護者等が居住する世帯への上乗せ助成や、

都民の命を守るための耐震シェルター等の設置費用への助成を実施し

ており、区市町村に対して制度の導入を要請する。

⚫ 令和８年度より、物価高騰等を踏まえ、耐震診断費用への助成も拡充する。

⚫ 旧耐震基準の戸建住宅等については、除却に要する費用への助成を行

う。

⚫ 早期に都市の防災力の向上を図るためには、新耐震基準の木造住宅の

耐震化の取組を都内全域に展開していく必要があることから、区市町村

に対して助成による支援の実施を要請する。

ウ アドバイザーの派遣

⚫ 住宅の耐震化を推進するためには、住宅の所有者が耐震診断や耐震改

修に取り組みやすい環境を整備していくことが必要であることから、自

己負担なしで、一定の技術力を有する専門家をアドバイザーとして派遣

している。整備地域内の住宅に対しては、耐震改修による耐震化の相談

だけではなく、建替えによる不燃化・耐震化の相談に対しても助言を行

い、木造住宅密集地域の改善につなげる。

（７） その他の耐震化の促進施策

４-２ 住宅

37. 23区内の建替え又は耐震改修を行った住宅への固定資産税及び都市計画税の減免については、
令和12年度末まで継続して実施。 44



エ 安全点検実施の推奨

⚫ 国は、新耐震基準の木造住宅について、所有者自らが構造上の弱点とな

る接合部の安全点検を行うことを推奨していることから、都においても、

耐震キャンペーンや啓発文書の配布を通じて、所有者による安全点検を

行うよう促す。

② 木造住宅密集地域等における耐震化施策と不燃化施策との連携

⚫ 木造住宅密集地域においては、震災時に延焼被害のおそれがある老朽

木造住宅が密集していることから、住宅の除却、建替えを促進し、不燃

化・耐震化を推進する。

⚫ 特に、防災都市づくり推進計画に定める整備地域は、地震時に大規模な

市街地火災が発生するおそれがあり、建築物の倒壊による道路閉塞や出

火により、避難や消火活動などが妨げられるおそれがある。このため、整

備地域において緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動、避難を可能と

する防災生活道路38の拡幅整備を進めることで、沿道建築物の建替えに

よる不燃化・耐震化を加速し、防災上重要な道路のネットワークの確保も

図っている。建替えが困難な場合は、住宅の耐震改修を支援することで、

人的被害の軽減や市街地火災の延焼拡大を防止する。

⚫ 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定し、積極的な働きかけ

を行う区市町村を通じて、整備地域や新たな防火規制区域39等において、

不燃化建替えや、耐震改修と合わせた防火改修、除却に要する費用につ

いて引き続き助成を行う。

③ 災害に強い住宅の実現に向けた他施策との連携

⚫ 耐震改修工事の機会を捉え、震災時でも居住が継続できる「災害に強い

住宅」への取組推進に向けて、関係各局との連携を強化している。

38. 防災生活道路：延焼遮断帯に囲まれた市街地の円滑な消火・救援活動や避難に資する防災上重
要な生活道路

39. 新たな防火規制：東京都建築安全条例第７条の３の規定に基づく防火規制。建築物の不燃化を促
進し木造住宅密集地域の再生産を防止するために災害時の危険性の高い地域等について指定し、
建築物の耐火性能を強化する規制

⚫ 耐震改修工事にあたって、太陽光パネルの設置を考慮した改修とする場

合の助成限度額を引き上げ、既存住宅への太陽光パネル設置を促して

いる。

⚫ 居住者が高齢者である場合などは、今後、バリアフリー工事を実施する

ことが見込まれるため、バリアフリー工事の機会に合わせた耐震診断や

耐震改修の実施を促す。

⚫ 省エネリフォーム工事などの機会に合わせて耐震改修工事を行うことに

より、工事費全体の負担軽減を図ることができるため、その旨を耐震

ポータルサイトや広報紙、パンフレットなどを通じて周知する。

⚫ 耐震化に合わせた省エネ・バリアフリー等のリフォームについても情報提

供し、住宅の防災性と環境性、快適性を向上する。なお、太陽光パネルの

設置や省エネリフォームを実施する場合は、建築物の重量が増えること

で耐震性が低下する懸念があることから、建築物の重量化を考慮した

耐震診断、耐震補強の実施を促す。

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策４-２ 住宅

図3６ アドバイザー制度のイメージ
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図３７ 防災都市づくり推進計画に定める整備地域（令和８年3月末時点）

第４章 各建築物の耐震化目標と促進施策４-２ 住宅
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